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長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キット 

の取扱いについて」に基づき薬局で取扱うことができる製品について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

新型コロナウイルス感染症流行下において特例的に、薬局において新型コロナウイルス

感染症に係る医療用抗原検査キットを、使用する者（同居家族等を含む）に対して販売

することに関しましては、令和3年9月28日付 3長薬発第669号でお知らせしたところで

すが、本通知に基づき薬局が取扱うことのできる医療用抗原検査キットは、下記厚生労

働省ホームページ（検査キットの承認情報）に掲載されている「２．抗原検査法」の表

中、検査方法欄が「抗原検査法（簡易キット）」となっている製品（インフルエンザウ

イルスの同時検出キットを除く）となりますのでご参照ください。 

なお、新たな製品の承認等に伴い一覧は更新されますので、同ホームページで最新の

情報をご確認くださいますよう、お願いいたします。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいます

よう、よろしくお願いします。 
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